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服
飾
デ
ザ
イ
ン
業
を

営
む
個
人
事
業
者
で
す
。

同
業
者
団
体
の
主
催
し
た
海
外

関
連
業
界
の
流
通
業
務
の
視
察

及
び
商
談
旅
行
に
参
加
し
ま
し

た
。
こ
の
旅
行
は
視
察
等
の
他

に
観
光
も
目
的
と
し
た
も
の
で

し
た
が
、
そ
の
費
用
は
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
か
？

事
業
を
営
む
者
の
海

外
渡
航
費
に
つ
い
て
は
、

そ
の
海
外
渡
航
が
事
業
遂
行
上

直
接
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
り
、
そ
の
海
外
渡

航
の
た
め
の
交
通
費
、
宿
泊
費

等
の
費
用
に
充
て
ら
れ
た
と
認

め
ら
れ
る
部
分
の
金
額
が
必
要

経
費
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
こ
の

場
合
、
事
業
遂
行
上
直
接
必
要

か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
そ
の

ケ
ー
ス
に
即
し
て
、
そ
の
旅
行

の
目
的
、
旅
行
先
、
旅
行
経
路
、

旅
行
期
間
等
を
総
合
勘
案
し
て

実
質
的
に
判
定
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

ご
質
問
の
よ
う
な
同
業
者
団

体
等
が
主
催
の
、
観
光
を
併
せ

て
行
う
海
外
視
察
等
の
場
合
に

つ
い
て
は
、
課
税
上
弊
害
が
な

い
限
り
、
業
務
従
事
割
合
を
基

礎
と
し
た
損
金
又
は
必
要
経
費

算
入
割
合
（
以
下
「
損
金
等
算

s

損
金
等
算
入
割
合

損
金
等
算
入
割
合
は
、
業
務

従
事
割
合
を
一
〇
％
単
位
で
区

分
し
た
割
合
で
す
。
区
分
に
当

た
っ
て
は
一
〇
％
未
満
の
端
数

を
四
捨
五
入
し
ま
す
。

2

海
外
渡
航
費
の
必
要

経
費
算
入
額
等

損
金
等
算
入
割
合
が
九
〇
％

以
上
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旅

行
に
通
常
要
す
る
費
用
の
全
額

を
必
要
経
費
等
に
算
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
同
割
合
が

一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
全
額
を
必
要
経
費
等
と
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
の
海
外
渡
航
が
業

務
上
直
接
必
要
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
（
業
務
従
事
割
合

が
五
〇
％
以
上
の
場
合
）
に
は

そ
の
旅
行
に
通
常
要
す
る
費
用

の
額
を「
往
復
の
交
通
費
の
額
」

と
「
そ
の
他
の
費
用
の
額
」
と

に
区
分
し
、「
そ
の
他
の
費
用

の
額
に
損
金
等
算
入
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
」
と
「
往

復
の
交
通
費
の
額
」
と
の
合
計

額
を
必
要
経
費
等
に
算
入
し
ま

す
。

入
割
合
」
と
い
い
ま
す
）
に
応

じ
て
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
わ

れ
ま
す
。

1

業
務
従
事
割
合
と
損

金
等
算
入
割
合
の
計
算

a

業
務
従
事
割
合

業
務
従
事
割
合
は
、
旅
行
日

程
を
「
視
察
等
（
業
務
に
従
事

し
た
と
認
め
ら

れ
る
日
数
）
」
、

「
観
光
（
観
光

を
行
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
日

数
）」、「
旅
行

日
」
及
び
「
そ

の
他
」
に
区
分

し
、
上
の
算
式

に
よ
り
計
算
し

た
割
合
と
さ
れ

ま
す
。

QA

「視察等の業務に従事したと認められる日数」

「視察等の業務に従事し
＋
「観光を行ったと

たと認められる日数」 認められる日数」

業
務
と
観
光
を
併
せ
て
行
っ
た

場
合
の
海
外
渡
航
費

損金等算入割合が90%以上か（注）

旅行に通常要する費用
の全額を損金等算入

損 金 等 算 入 額

往復の交通費の額
＋

その他の費
×
損金等算

用の額 入割合（注）

業務従事割合は
50％以上か（注）

損金等算入割合が
10％以下か（注）

損 金 等 算 入 額

旅行に通常
×
損金等算入

要する費用 割合（注）

（注）参加者のうち別行動をとった者等個別事情のあ
る者がいる場合、その者については、個別事情を
斟酌して業務従事割合の判定を行います。

旅行に通常要
する費用の全
額を損金等不
算入

旅行に通常要する費用=
「往復の交通費の額」＋「その他の費用の額」
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１
　
制
度
創
設
の
趣
旨

我
が
国
は
、
世
界
で
も
類
を
見
な
い

ほ
ど
の
地
震
国
で
、
最
近
に
お
い
て
も

地
震
が
頻
発
し
て
お
り
、
大
地
震
は
い

つ
ど
こ
で
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い

状
況
で
す
。
そ
こ
で
、
昨
年
十
一
月
に

は
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
耐
震
改
修
促
進
法
）
が
改
正

さ
れ
、
同
法
に
基
づ
き
本
年
一
月
に
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
た
「
建
築
物
の
耐

震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る

た
め
の
基
本
的
な
方
針
」
に
お
い
て
は
、

住
宅
の
耐
震
化
率
を
現
在
の
七
五
％
か

ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
に
少
な
く
と
も

九
〇
％
に
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

所
有
者
等
に
相
当
の
費
用
負
担
が
生
じ

る
こ
と
か
ら
、
地
域
の
補
助
制
度
及
び

税
制
に
よ
り
一
体
的
に
支
援
す
る
こ
と

が
効
率
的
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
平

成
十
八
年
度
税
制
改
正
で
地
方
公
共
団

体
が
住
宅
耐
震
改
修
に
関
す
る
補
助
事

業
を
行
っ
て
い
る
区
域
に
限
り
優
遇
税

制
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
震
保
険
に
加
入
し
て
、
自

ら
の
資
産
を
保
全
し
、
被
災
後
の
生
活

の
安
定
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
も
有
効

な
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
層
の
普

及
率
向
上
の
た
め
、
自
助
努
力
を
支
援

す
る
観
点
か
ら
地
震
保
険
料
控
除
が
創

設
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
住
宅
等
に
係
る

耐
震
改
修
促
進
税
制

a

所
得
税

①
　
制
度
の
概
要

居
住
者
が
、
平
成
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
、
一
定
の
区
域
内
に

お
い
て
、
旧
耐
震
基
準
（
昭
和
五
十

六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
建
築
さ

れ
た
も
の
）
に
よ
り
建
築
さ
れ
た
住

宅
の
一
定
の
耐
震
改
修
工
事
を
行
っ

た
場
合
、
そ
の
耐
震
改
修
工
事
に
要

し
た
費
用
の
一
〇
％
相
当
額
（
二
〇

万
円
を
限
度
）
を
所
得
税
額
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●

一
定
の
区
域
と
は
、
次
の
計
画

の
区
域
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
「
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要

に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
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【図表1　阪神・淡路大震災の被害の状況】 

死者数の約9割が住宅の倒壊によるもの。 

※平成7年度版「警察白書」より（平成7年4月24日現在）警察庁調べ 

家屋、家具類等の倒壊による圧迫死と思われるもの 

焼死体（火傷死体）及びその疑いのあるもの 

その他 

合計 

 4,831 （88%） 

 550 （10%） 

 121 （2%） 

 5,502 （100%） 

死者数 

【図表2　耐震改修工事の具体例】 

●筋かいを設ける 

●構造用合板を貼る 

●細かい筋かいを 
　太くする 

●筋かいをタスキ 
　掛けにする 

壁の増設 

筋かいの増設 

〜
耐
震
改
修
促
進
税
制
と
地
震
保
険
料
控
除
〜

〜
耐
震
改
修
促
進
税
制
と
地
震
保
険
料
控
除
〜 

〜
耐
震
改
修
促
進
税
制
と
地
震
保
険
料
控
除
〜 

地
震
対
策
税
制
の
創
設 
地
震
対
策
税
制
の
創
設 



整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」

の
地
域
住
宅
計
画

・
「
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進

に
関
す
る
法
律
」
の
耐
震
改
修

促
進
計
画

・

住
宅
耐
震
改
修
促
進
計
画

（
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
安
全

を
確
保
す
る
見
地
か
ら
独
自
に

定
め
る
計
画
）

②
　
適
用
対
象
と
な
る
家
屋

昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
家
屋
で
、
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
の
居
住
の
用
に

供
し
て
い
る
家
屋
で
す
。
ま
た
、
そ

の
者
が
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
を

二
以
上
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
家
屋
の
う
ち
、
そ
の
者
が
主
と
し

て
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
と
認
め

ら
れ
る
一
の
家
屋
に
限
り
ま
す
。

③
　
適
用
対
象
と
な
る
耐
震
改
修

大
地
震
の
被
害
は
、
住
宅
の
倒
壊

に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
（
図
表
１

参
照
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
耐
震
改

修
と
は
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の

向
上
を
目
的
と
し
た
増
築
、
改
築
、

修
繕
又
は
模
様
替
え
を
い
い
、
具
体

例
と
し
て
は
、
図
表
２
の
よ
う
な
も

の
で
す
。

④
　
適
用
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

確
定
申
告
書
に
、
本
特
例
の
特
別

控
除
額
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、

か
つ
、
次
の
書
類
の
添
付
が
あ
る
場

合
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

イ

控
除
す
る
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細
書

ロ

地
方
公
共
団
体
の
長
が
発
行
す

る
次
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類

・

所
定
の
区
域
内
に
あ
る
家
屋

で
あ
る
旨

・

住
宅
耐
震
改
修
を
行
っ
た
家

屋
で
あ
る
旨

・

住
宅
耐
震
改
修
に
要
し
た
費

用
の
額

s

固
定
資
産
税

平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
二
十

七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
措
置

と
し
て
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日

以
前
か
ら
存
し
て
い
る
住
宅
に
対
し

て
、
一
定
の
耐
震
改
修
工
事
（
三
〇

万
円
以
上
の
も
の
）
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
住
宅
の
一
二
〇
㎡
相
当
分
ま
で

に
つ
き
、
固
定
資
産
税
が
以
下
の
よ

う
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

①

平
成
十
八
〜
二
十
一
年
に
工
事

…
三
年
間
二
分
の
一
に
減
額

②

平
成
二
十
二
〜
二
十
四
年
に
工

事
…
二
年
間
二
分
の
一
に
減
額

③

平
成
二
十
五
〜
二
十
七
年
に
工

事
…
一
年
間
二
分
の
一
に
減
額

な
お
、
減
額
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
地
方
公
共
団
体
、
建
築
士
、

指
定
住
宅
性
能
評
価
機
関
ま
た
は
指

定
確
認
検
査
機
関
が
発
行
し
た
証
明

書
を
添
付
し
て
、
改
修
後
三
月
以
内

に
市
町
村
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

３

事
業
用
建
築
物
に
係
る
耐
震
改
修

促
進
税
制
の
創
設（
所
得
税
・
法
人
税
）

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
青
色
申
告
書

を
提
出
す
る
事
業
者
が
、
平
成
十
八
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
、
耐
震
診
断
に
よ
り

耐
震
改
修
が
必
要
と
さ
れ
た
特
定
建
築

物
に
つ
い
て
同
法
の
計
画
の
認
定
を
受

け
た
計
画
に
基
づ
き
耐
震
改
修
工
事
を

行
う
場
合
に
は
、
そ
の
工
事
に
伴
い
取

得
等
す
る
建
物
部
分
の
取
得
価
額
の
一

〇
％
の
特
別
償
却
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

４
　
地
震
保
険
料
控
除

平
成
十
九
年
分
以
後
の
所
得
税
（
個

人
住
民
税
は
平
成
二
十
年
度
分
以
後
）

か
ら
損
害
保
険
料
控
除
が
地
震
保
険
料

控
除
に
衣
替
え
し
ま
す
。

居
住
用
家
屋
・
生
活
用
動
産
を
保
険

目
的
と
し
、
か
つ
、
地
震
等
を
直
接
又

は
間
接
の
原
因
と
す
る
火
災
等
に
よ
る

損
害
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の
額
を
て
ん

補
す
る
保
険
金
等
が
支
払
わ
れ
る
損
害

保
険
契
約
等
に
係
る
地
震
保
険
料
に
つ

い
て
は
、
五
万
円
（
個
人
住
民
税
は
二

万
五
千
円
）
を
限
度
と
し
て
所
得
控
除

さ
れ
ま
す
。

な
お
、
既
契
約
者
へ
の
配
慮
と
し
て
、

平
成
十
八
年
末
ま
で
に
締
結
し
た
一
定

の
長
期
損
害
保
険
契
約
等
に
係
る
保
険

料
等
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
損
害
保
険

料
控
除
を
適
用
可
能
と
す
る
経
過
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
で
も
合
わ
せ
て
五
万
円

（
個
人
住
民
税
は
二
万
五
千
円
）
が
限
度

と
な
り
ま
す
。
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中小企業も広告・宣伝用としてインターネ
ット上にホームページを開設するところがか
なり増えてきましたが、掛かった費用につい
て、広告宣伝費等として一時の損金にするか、
繰延資産として償却するのか取扱いに迷うと
ころです。
ホームページは通常、企業や新製品の広告

のために制作されるもので、その内容も頻繁
に更新されることから、開設の際の制作費用
の支出の効果が１年以上には及ばないと考え
られますので、ホームページの制作費用は、
原則として、支出時の損金として取り扱うこ
とができます。ただし､ ホームページの内容
を更新せず使用期間が１年を超える場合の制
作費用は、その使用期間に応じて償却する必
要があります。
なお、制作費にプログラムの作成費用（ソ

フトウェアの開発費用）が含まれるようなホ
ームページについては、プログラムの作成費
用に相当する金額は無形減価償却資産（ソフ
トウェア）として５年償却となります。

ホームページの制作費用

10月号 4

当
社
は
自
転
車
の
メ
ー
カ
ー

で
す
が
、
製
品
の
販
売
促
進
を

目
的
と
し
て
、
商
品
附
帯
方
式
で
交
通

傷
害
保
険
を
サ
ー
ビ
ス
し
て
い
ま
す

（
購
入
者
は
個
人
に
限
定
）。
掛
金
は
当

社
で
負
担
し
ま
す
が
、
保
険
金
は
購
入

者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
の
保
険
料
及
び
保
険
金
の

課
税
上
の
取
扱
い
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

１
　
保
険
料
に
つ
い
て（
法
人
税
）

貴
社
が
負
担
し
た
保
険
料
は
、

一
般
的
に
は
販
売
促
進
費
と
し
て
考
え

ら
れ
ま
す
か
ら
保
険
料
の
支
払
期
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
損
金
と
さ
れ
ま
す
。

２
　
保
険
金
に
つ
い
て
（
所
得
税
）

購
入
者
が
、
身
体
の
障
害
に
基
因
し

て
受
け
取
る
損
害
保
険
契
約
に
基
づ
く

保
険
金
は
、
所
得
税
法
上
非
課
税
と
さ

れ
ま
す
。

私は、昨年マイホームを購入しま

したが、自己資金の不足分は、Ａ銀

行から融資を受けています。この住

宅ローンには以下の生命保険が付いています

が、私は確定申告の際、生命保険料控除を受

けることができますか？

契約者、受取人…Ａ銀行

被保険者…私

保険金額…保険事故発生時の債務残額相当

額

保険料負担者…Ａ銀行

また、住宅ローン完済前に私が死亡した場

合に免除される残債相当額は税務上、どのよ

うに取り扱われますか？

１．所得税関係の取扱い
生命保険料控除の対象となる生命

保険契約等とは、納税者が支払った

生命保険料に係る生命保険契約のうち保険金

の受取人のすべてが保険料の負担者又はその

親族等である場合に限られています。

したがって、ご質問の場合、保険金受取人

及び保険料負担者が共にＡ銀行ですので、そ

の支払保険料について、あなたが生命保険料

控除の適用を受けることはできません。

また、死亡事故発生による住宅ローンの残

債務の免除に関してはあなた及びあなたの相

続人について所得税の課税関係は生じません。

２．相続税関係の取扱い
あなたが住宅ローンを完済する前に死亡し

た場合のＡ銀行からの債務の免除に関しては、

相続と同時にその債務は消滅したものと考え

られます。したがってこの死亡保険金は相続

税法で定めるみなし相続財産には該当しませ

ん。

また、相続人に承継される債務もないもの

として取り扱われます。

生命保険付ローンで
不動産を取得した場合

問

答

メ
ー
カ
ー
が
掛
金
を
負
担
す
る
傷
害
保
険

税金 

メモ 
一口 




